
 

 

離婚届の書き方と注意 

黒インク又はボールペンで書いてください。 

コ ウ ノ   タ ロ ウ   

甲 野   太 郎 

 

コ ウ ノ   ハ ナ コ   

甲 野   花 子

 

 

平成 ３   ５   １０ 平成 ２   ９     １

０ 
山口県岩国市今津町 

一丁目〇番〇号 

山口県岩国市山手町 

一丁目〇番〇号 

   １5 

山口県岩国市今津町一丁目〇〇  

甲 野   太 郎 

甲野 一郎 

   美子 長 

乙川 和夫 

  恵子 二 

✔ 

✔ ✔ 

山口県岩国市山手町一丁目〇〇  
オツカワ ハナコ   

乙川 花子 

甲野 夏美 

 
甲野 次郎 

 
甲野 春子

 

 
☑ ☑ 

平成 27    3               令和 6   12 

山口県岩国市今津町一丁目〇    〇 

甲 野 太 郎

 

甲 野 花 子

 

山 川  菊 夫 

昭和 25  10  10 

山口県岩国市周東町 

下久原〇〇〇番地〇 

山口県岩国市由宇町 

中央一丁目〇 

丙 山  良 男 

昭和 30  6   10 

山口県岩国市玖珂町 

〇〇〇〇番地〇 

山口県岩国市錦町 

広瀬〇〇      〇 

現在の住民登録をしている

住所を書いてください。 

※住所を変更するときは、

住民異動届の手続きが必要

です。 

 

【離婚の種別】 

・協議離婚 

→証人が二人必要です。 

・調停、審判など裁判離婚 

→調停調書、審判書謄

本、確定証明書等が必要

です。 

 婚姻の際に氏が変わった人

（どちらか一方）に をしてくだ

さい。 

 【協議離婚の場合】 

離婚の事実を知ってい

る成年者（18 歳以上）の署

名が必要です。 

婚姻中の本籍、筆頭者を書

いてください。 

夫と妻のそれぞれの「実父

母」の氏名を書いてください。 

婚姻のときに氏が変わった人は、次の中から選んでください。 
①婚姻前の氏を名のり、婚姻前の戸籍に戻る→もとの戸籍に戻るに 。もどる本籍、筆頭者を記載します。 
②婚姻前の氏を名のり、自分で新しい戸籍を作る→新しい戸籍を作るに 。新しい本籍、筆頭者を記載します。 
③婚姻中の氏を名のり、自分の新しい戸籍を作る。→記入しないでください。同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
※「離婚の際に称していた氏を称する届」は婚姻前の氏に復した後でも離婚の日から 3 ヵ月以内であれば届出をすることができます。 

【協議離婚の場合】 

婚姻中の氏で各自署名

してください。 

【裁判等の離婚の場合】 

申立人又は訴提起者が

署名してください。 

昼間連絡のとれる電

話番号を必ず記載してく

ださい。 

連絡先 

電話 ○○〇（×××）○○○○ 

【協議離婚の場合】 

未成年（１８歳未満）の子がいる場合は、夫婦双方の☑が必要です。 

【協議離婚の場合】 

未成年（１８歳未満）の子

がいる場合は、３項目に

ついてそれぞれ当ては

まる箇所に☑をしてく

ださい。 

 8    4  1 

 

山口県岩国市 

 

【記入上の注意】 
◎鉛筆や消えやすいインキ、消せるペンで書かないでください。 
◎届書は一通で差支えありません。 
◎署名は必ず本人が自署してください。 
◎離婚届の「□」には、あてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。 

✔ 

☑ 

☑ 

☑ 未成年（１８歳未満）の子

全員について、親権を行う方

の欄に氏名を記入してくださ

い。 

親権者の指定を求める家

事審判又は家事調停の申立

てがされている子の欄は、家

庭裁判所に申立てをしてい

る子を記入してください。 

✔ 


